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特
定
不
妊
治
療
費
の
助
成
を
開

始
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
健
康
づ
く
り
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
８
３
６ 　

　

町
で
は
平
成
25
年
度
よ
り
特
定
不
妊
治

療
（
体
外
受
精
及
び
顕
微
授
精
）
を
受
け
て

い
る
夫
婦
に
対
し
、
山
形
県
の
特
定
不
妊
治

療
費
助
成
限
度
額
を
超
え
た
部
分
に
つ
い
て
、

１
回
の
治
療
に
つ
き
10
万
円
を
限
度
に
助
成

し
ま
す
（
た
だ
し
、
平
成
25
年
４
月
１
日
以

降
に
受
け
た
治
療
が
対
象
）。

　
助
成
の
要
件
や
申
請
手
続
き
に
関
す
る
詳

細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま

す
が
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
県
で
行
っ
て
い
る
特
定
不
妊
治
療
費

の
助
成
に
つ
い
て
は
、
村
山
保
健
所
（
☎

６
２
７
‐
１
２
０
３
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

７月から町内医院の
日曜当番医が月２回になります

【現在】毎週日曜日  午前９時～正午　

【７月から】第２・第４日曜日
　　　　　　      午前９時～正午

※日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形
市休日夜間診療所（山形市香澄町二丁
目9-39　☎635-9955）も利用できます。

未
熟
児
養
育
医
療
の
窓
口
が

市
町
村
に
な
り
ま
し
た

　
４
月
１
日
受
診
分
よ
り
未
熟
児
養
育
医
療

給
付
の
実
施
主
体
が
県
か
ら
市
町
村
に
変
更

に
な
り
ま
し
た
。

　
未
熟
児
養
育
医
療
と
は
出
生
体
重
が
二
千

グ
ラ
ム
以
下
、
も
し
く
は
身
体
の
発
育
が
未

熟
な
ま
ま
生
ま
れ
、
医
師
が
入
院
養
育
を
必

要
と
認
め
た
乳
児
に
対
し
て
、
そ
の
入
院
医

療
に
か
か
る
費
用
を
公
費
で
負
担
す
る
も
の

で
す
（
た
だ
し
、
指
定
さ
れ
た
医
療
機
関
で

の
治
療
が
対
象
と
な
り
、
世
帯
の
所
得
税
等

に
応
じ
て
、
費
用
の
一
部
は
自
己
負
担
と
な

り
ま
す
）。

　
未
熟
児
養
育
医
療
及
び
給
付
申
請
手
続
き

に
関
す
る
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
健
康
づ
く
り
Ｇ
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６
６
２
‐
２
８
３
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【
イ
ブ
キ
類
を
新
植
し
な
い
で
く
だ
さ
い
】

　
り
ん
ご
・
な
し
園
付
近
に
イ
ブ
キ
類
が
植

え
て
あ
る
と
、
こ
れ
ら
が
中
間
寄
生
主
と
な

り
、
り
ん
ご
の
大
敵
で
あ
る
「
赤
星
病
」
が

発
生
し
ま
す
。
果
樹
に
大
き
な
被
害
を
与
え

る「
赤
星
病
」を
出
さ
な
い
た
め
に
、イ
ブ
キ

類
等
を
庭
木
な
ど
と
し
て
植
え
な
い
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
放
任
樹
園

地
に
つ
い
て
も
、
病
害
虫
の
発
生
源
と
な
る

た
め
、
伐
採
等
の
処
置
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
。

◆
果
樹
や
庭
木
等
の
病
害
虫
防
除
の
時
期
で

す
。
農
薬
に
よ
る
水
質
汚
染
や
事
故
を
防
ぐ

た
め
、
使
用
後
の
「
残った
薬
剤
」
や
「
機
械
・

器
具
等
を
洗
浄
し
た
水
」
を
河
川
や
側
溝
等

に
流
さ
な
い
よ
う
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
24
年
中
に
所
得
の
な
か
っ

た
方
も
申
告
は
必
要
で
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
税
務
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
１
１
２ 　

　
平
成
24
年
中
に
所
得
の
な
か
っ
た
方
や
非

課
税
所
得
（
障
害
者
年
金
・
遺
族
年
金
等
の

年
金
や
雇
用
保
険
等
）
の
み
だ
っ
た
方
は
、

課
税
所
得
が
な
か
っ
た
こ
と
を
必
ず
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

　
申
告
し
て
い
た
だ
け
な
い
場
合
、
町
で
は

所
得
不
明
と
な
り
、
国
民
健
康
保
険
税
・
介

護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
算

定
や
国
民
年
金
の
資
格
審
査
等
の
基
礎
資
料

に
影
響
し
ま
す
の
で
、
保
険
税
（
料
）
等
が

軽
減
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
防
霜
対
策
に
つ
い
て
】

　
４
月
・
５
月
は
天
候
の
寒
暖
の
差
が
大
き
く
、

遅
霜
が
予
想
さ
れ
農
作
物
へ
の
被
害
が
心
配

さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等

の
気
象
予
報
を
聞
き
、
霜
注
意
報
が
出
さ
れ

た
日
は
、
防
霜
対
策
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
防
霜
対
策
と
し
て
灯
油
を
燃
料
と
し
た
燃

焼
法
を
行
う
農
家
が
あ
り
ま
す
が
、
火
災
と

間
違
わ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

実
施
さ
れ
る
農
家
の
方
は
火
気
の
取
り
扱
い

農
家
の
皆
さ
ん
へ
お
願
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
産
業
振
興
Ｇ

☎
６
６
２
‐
２
１
１
４ 　

●
雇
用
期
間　
５
月
１
日
～
平
成
26
年
３
月

31
日
（
休
日
等　
土
・
日
・
祝
日
・
年
末

年
始
。
た
だ
し
、
イ
ベ
ン
ト
等
に
よ
り
休

日
出
勤
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

●
勤
務
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分

●
勤
務
場
所　
役
場
内 

中
山
町
観
光
協
会

●
勤
務
内
容　
観
光
情
報
提
供
、
広
報
媒
体

の
企
画
作
成
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
企
画
・
運

営
、
観
光
事
業
の
企
画
・
運
営
等
（
県
外

緊
急
雇
用
創
出
事
業
（
中
山
町

観
光
協
会
）
求
人
の
お
知
ら
せ

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
中
山
町
観
光
協
会☎

６
６
２
‐
２
１
１
４ 　

イ
ベ
ン
ト
等
へ
の
出
張
あ
り
）

●
対
象　
失
業
状
態
に
あ
る
方
、
普
通
自
動

車
運
転
免
許
取
得
者

●
募
集
人
員　
１
名

●
選
考
方
法　
書
類
選
考
、
面
接

●
必
要
書
類　
「
履
歴
書
」「
職
務
経
歴
書
」

「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
紹
介
状
」
を
郵
送
ま
た

は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。（
必
ず
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
紹
介
を
受
け
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。）

●
受
付
締
切　

４
月
24
日
（
水
）

載
し
て
い
ま
す
が
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

お達磨の桜公園に売店を開設します
　今年も商工会女性部がお達磨の桜の開花に合わ
せて売店を開設します。
●開設期間　４月下旬の５日間（桜の開花状況に
　　　　　　合わせての開設となります。）
◆開花状況は町ホームページでお知らせします。
◆その他のイベント
　★４月20日（土） 午後1時～達磨寺田植え踊り披露
　★４月28日（日） 午前10時～戸山流居合道抜刀術演武奉納
※お問い合わせ先
　中山町観光協会☎662-2114　中山町商工会☎662-2207

に
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

【
蜜
蜂
を
放
飼
し
て
い
ま
す
】

※
お
問
い
合
わ
せ
先　
Ｊ
Ａ
や
ま
が
た
北
部

営
農
セ
ン
タ
ー
（
☎
６
６
２
‐
５
３
３
４
）

　

４
月
中
旬
～
５
月
中
旬
。
蜜
蜂
は
果
樹
の

受
粉
に
欠
か
せ
な
い
益
虫
で
す
。
近
所
で
注

意
し
合
い
、
蜜
蜂
の
保
護
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
放
飼
期
間
中
、
殺
虫
剤
・
除
草
剤
の
散
布

は
避
け
る
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

献血にご協力をお願いします
　次の日程で町内に献血バスが来ます。皆様の
ご協力をお願いいたします。はじめての方も、
ほんの少しの勇気を出して、献血に協力してみ
ませんか。
●日　時　５月２日（木）午前９時～11時30分、
                      午後１時～４時
●場　所　保健福祉センター
●持ち物　本人確認のための身分証明書
          （運転免許証、保険証、パスポートなど）
※お問い合わせ先　
　健康福祉課健康づくりＧ　☎662－2836

今  月  の  納  税  等
　 ● 軽 自 動 車 税 （ 全 期 ） 納 期 限  4 月 3 0 日 （ 火 ）　

　軽自動車税は４月１日現在の軽自動車等の所有者に課税されま
すが、次に該当する場合は、申請することにより軽自動車税が減
免されます。
① 障がいのある方が所有する車で、ご本人またはご家族がその方

の通院等のために運転する場合。
② 単身で生活する障がいのある方が所有する車で、常時介護する

方が運転する場合。
※ただし、障がいのある方１名につき車１台の減免です。また、普通

自動車税の減免を行っている方は軽自動車税の減免申請はできません。
●対象者

①身体障害者手帳所持者（視覚障害：１～３級及び４級の１、
聴覚障害：２級及び３級、平衡・音声障害：３級、上肢：１
級及び２級の１・２、下肢：１～６級、体幹：１～３級及び
５級、内部障害：１～３級、移動機能：１～６級）

②戦傷病者手帳に定める重度障害の程度又は該当する障害
③療育手帳所持者でＡの方
④精神障害者保健福祉手帳所持者で１級の方
※本人以外の方が運転する場合、対象となる級の範囲が本人運

転と異なりますのでお問い合わせください。
●申請期限　４月23日（火）受付分まで
●持ち物　申請用紙（税務Ｇに用意してあるもの）、印鑑、障害者
手帳等、運転免許証、車検証、軽自動車税納税通知書
　※本人以外が運転する場合は通院証明書・通学証明書等をあわせて

お持ち下さい。（前回の申請の際、証明書を添付して申請された方は不要です。）
※お問い合わせ先　住民税務課税務Ｇ　☎662 ‐ 2112 　

今  月  の  納  税  等今  月  の  納  税  等今  月  の  納  税  等今  月  の  納  税  等今  月  の  納  税  等今  月  の  納  税  等
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